内子町歴史観光交流拠点施設テナント募集要項

１　募集の趣旨
　　内子町では歴史的風致形成建造物である「旧森家」を保存活用し、交流人口の拡大を推進するとともに、町民と来訪者の相互交流の場を提供することで、地域活性化に資することを目的に、内子町歴史観光交流拠点を整備しました。
　　当該施設の利用を促進し、町や施設の魅力を高めることが目的の達成につながることから、内子町歴史観光交流拠点施設条例及び同条例施行規則に基づき、テナントの利用者の公募を実施するものです。

２　施設概要
【共通事項】
　（１）名称―内子町歴史観光交流拠点施設（愛称未定）
　（２）所在地―内子２００９番地
　（３）施設管理者―令和8年３月31日までは内子町
　　　　　　　　　　令和８年４月1日からは指定管理者（予定）
　（４）敷地面積―1860.57㎡（全7棟）
（５）開館時間―施設全体は週１日休館とし、午前９時から午後５時の開館を基本としますが、詳細については町及び指定管理者と協議の上で決定します。季節によって営業時間を変更する提案も可能とします。
　【主屋テナント】
　（１）建物の構造等：木造２階建
　（２）テナント部分の面積：主屋１階（約94㎡）
　（３）募集業種の内容：テイクアウト商品、特産品等の物販を基本とします。
　（４）設備概要：厨房設備一式（ショーケース、冷蔵・冷凍コールドテーブル、製氷機、ガスコンロ他）、備付展示棚、空調換気設備、衛生設備、電灯設備他
　（５）開業予定日：令和８年４月１日
　【米蔵テナント】
　（１）建物の構造等：木造２階建
　（２）テナント部分の面積：米蔵１階（約68㎡）
　（３）募集業種の内容：業種自由ですが、「３出店者募集概要」をご確認ください。（４）設備概要：内装や設備の工事は出店者負担となります。区画の使い方や設備の　
配置は、建物の構造に影響のない範囲で自由にすることが可能です。
　（５）開業予定日：令和８年10月1日

３　出店者募集概要
（１）使用許可期間
　　　　使用許可日（開業日）から、３年とします。ただし、許可の期間満了後も引き続き施設を使用しようとするときは、１年ごとに協議の上、更新を行うこととし、最長で10年の継続使用が可能です。なお、出店準備および原状回復作業に係る使用期間は別途許可することとします。
（２）販売品目・メニュー、価格設定等
　　　　提供する飲食のメニュー・物販する商品及び価格は、内子町のテナントとしてふさわしいものとしてください。また内子町産の食材や、町にゆかりのあるメニュー提供に努めてください。なお、販売品目等を定めるときは、施設の設置目的に沿った内容とするため、あらかじめ指定管理者と協議してください。
　（３）店舗の名称
　　　　名称は出店者が自由に定めることができるものとしますが、あらかじめ内子町及び指定管理者と協議を行い、当該施設のイメージに合うものになることを要望します。
　（４）営業に係る経費等
　　①利用料金（月額）－売上額（税込み）に100分の５の率を乗じて得た額。ただし上限は月額20万円とします。
　　②敷金―30万円
　③直接経費―光熱水費・通信料（実費）、共益費（月２万円：公共部分の清掃・衛生関連費及び維持管理費、植栽管理費などを含む）、出店者什器、備品のメンテナンス費用、テナント内の衛生管理費用、消耗品費
　④改装費用等―出店者において施工した改装費用は、出店者の負担とします。出店者の過失、管理上の不備によって生じた障害、破損などの保証及び補修費用も出店者の負担とします。主屋と米蔵の工事負担等は次のように考えています。
　　　　　　　　・主屋―改装工事不要、備品の維持管理は出店者の負担
　　　　　　　　・米蔵―改装工事必要、備品の購入・維持管理は出店者の負担
（５）運営条件	
　運営にあたっては、次の点に留意してください。
　　①開店中は責任者を配置するなど適切な人員配置をすること。
　　②売上や客数等の店舗運営状況を月毎に指定管理者に報告すること。
　　③従業員の駐車場については、敷地裏手の駐車場に1テナントにつき１台。
　　　搬入など一時的な駐車については表側の敷地が利用可能です。
　　④倉庫などは指定管理者と出店者との共用となるため調整が必要。
　　⑤トイレは主屋１階、客座敷１階（令和８年度供用開始予定）を共用。
　　⑥観光交流拠点施設の目的を理解し、敷地の景観や雰囲気を損なわないようにするほか、施設で実施するイベント等には積極的に協力すること。

４　契約条件
　（１）許可期間更新の制限
　　　　許可期間を更新する場合（最大10年）は、改めて公募はしません。公募する場合でも再度参加することができます。
　（２）転貸の禁止
　　　　出店者の直営とし、使用許可等の第三者への譲渡は認めません。
　（３）使用許可の取り消し
　　　　町は、以下の場合において、使用許可期間中でも許可を取り消すことができます。取り消しに伴い出店者に損害が生じても町は責任を負いません。
　　　　①正当な理由なく１カ月にわたり休業したとき。
　　　　②３カ月にわたり貸付料の支払いを怠ったとき。
　　　　③出店者が契約上の義務を履行せず、又は契約上の禁止事項に違反し、町が是正を要求しても改善されないとき。
　　　　④出店者が使用許可期間中に許可の解除を希望する場合は、町に対して書面により使用許可の解除を申し入れることができます。ただし、解除の効力の生じる日は、町が書面を受領した日から６月を経過した日の属する月の末日とします。
　（４）原状回復
　　　　使用許可期間が満了したとき、使用許可が解除されたとき、出店者は施設を原状または町が指示する状態に回復し、町の立ち合い及び確認を得て、町の指定する期日までに返還しなければなりません。この場合において、出店者が行う原状回復の期間は、使用許可期間に含めるものとします。

５　応募資格
　（１）営業に際して許可、資格または免許を必要とするものについては、自ら許可を取得し、資格者又は免許者を従事させることができること。
（２）設備工事及び内装工事を行う場合は、各種法令を準拠するとともに、町と指定管理者と協議した上で承認を受けること。
　（３）施設の共同利用者として、指定管理者および他の出店者と協調、協力できるものであること。
　（４）テナントで行う予定の業種について３年以上の営業の経験があり、安定した経営能力を有していること。
（５）優良なサービスを提供できる能力を有していること。
　（６）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。
　（７）町税等の未納がないこと。

６　応募方法
　（１）応募書類の提出
下記ア～オの書類一式を、持参又は郵送により申込期限までに「12応募・問い合わせ先」に提出してください。
　　　ア_テナント出店希望申込書（様式１）
　　　イ_事業計画書（様式２）
　　　ウ_会社または店の概要書（様式任意）
　　　エ_誓約書（様式３）
　　　オ_添付書類
　　　　《法人の場合》
　　　　　・登記事項証明書（発行から３カ月以内）
　　　　　・納税証明書（直近の１カ年分：法人税、消費税及び地方消費税、町税の納税証明書等
　　　　　・応募する業態に係る各関係諸法令に基づく全ての許可証及び免許証の写し
　　　　《個人・団体の場合》
　　　　　・代表者の住民票（発行から３カ月以内）
　　　　　・納税証明書（代表者のもので直近の1カ年分：所得税、消費税及び地方消
費税、町税の納税証明書等）
　　　　　・応募する業態に係る各関係諸法令に基づく全ての許可証及び免許証の写し
　（２）参加の辞退
　　　出店希望申込書等を提出した後、都合により参加申込を辞退する場合は、速やかに辞退届（様式４）をご提出ください。
　　　
７　申込期限　
　　令和７年12月８日（月）午後５時まで
　　※募集にあたり内覧を希望する場合は、随時受け付けます。日程調整が必要なため、「12応募・問い合わせ先」へご相談ください。

８　質疑応答
（１）質問方法
　　質問は「12応募・問い合わせ先」の電子メールで行うこと。メールの件名には「【テナント募集に関する質問】」と明記すること。
（２）質問受付締切
　　令和７年11月21日（金）午後５時まで
（３）回答方法
令和７年11月25日（火）に町のホームページに提出された全質問の回答を掲載。ただし、質問をした事業者名等は公表しません。
（４）その他
　　質問期限を過ぎた問い合わせには回答しません。



９　スケジュール
	内容
	日程

	質問受付締切
	令和７年11月21日（金）午後５時

	質問書に対する回答
	令和７年11月25日（火）※町HPに掲載予定

	応募書類の提出締切
	令和７年12月８日（月）

	一次審査（書類又は面接）
	令和7年12月17日（水）

	一次審査結果通知
	令和7年12月22日（月）


※応募者が多数となった場合は２次審査（プロポーザル審査）を実施します。２次審査は１月中に行うこととし、詳細は1次審査通過者に通知する。なお、１次審査のみの場合は、面接を実施します。

10　選定方法
　　１次審査は次に掲げる要件にて優先順位を審査し、テナント出店候補者を選定します。応募者多数の場合は書類審査により、２次審査を行う出店候補者を選定します。
　　①テナントで提供する販売品やサービスが内子町内産の商品・材料等を積極的に取り扱い、内子町や施設のPRや魅力向上につながるものであるか。
　　②経営計画等が健全で、安定的に継続することが見込めるか。
　　③地域貢献に対する経営理念があるか。
　　④内子町らしい商品やオリジナリティのある商品の開発など、特徴ある取り組みがあるか。また他の申込者と比較して優位な点はあるか。

11　疑義について協議
　　解釈について疑義を生じたとき又は特別の定めのない事項については、町及び指定管理者と出店者にての協議の上、これを定めるものとします。

12　応募・問い合わせ先
　　〒791-3392　愛媛県喜多郡内子町内子1515番地　内子分庁舎２階
　　町並・地域振興課　歴史まちづくり係
　　TEL：0893－44－2118
　　FAX：0893－44－2157
　　E-mail：machinami-g@town.uchiko.ehime.jp
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